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資料１



空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第６ 空家等に関する相談対応】)

■空き家相談件数の状況
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
相談件数（年度別） 61 98 31 62

相談内容内訳（１件の相談に複数の相談内容あり）
雑草・樹木の繁茂 36 25 19 35
建物の老朽や劣化 25 60 11 23
動物・害虫の関係 6 9 4 12
ごみの投棄の関係 5 5 0 3
防犯、防火上の危険性 1 8 1 1
その他 0 7 0 6
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空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第7 特定空家等に対する措置の具体的な内容】)

■空家等に対する措置状況
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 合計

助言（法12条） 26 48 39 48 61 95 317

一部空家助言（条例7条） ― ― ― ― ― 15 15

助言・指導（法14条） 0 2 1 3 16 15 37

勧告 0 1 0 2 0 1 4

命令 0 0 0 0 0 0 0

行政代執行 0 0 0 0 0 0 0

略式代執行 0 0 1 0 1 0 2

※「一部空家助言(条例7条)」は、池田市空家等及び空き長屋等の適切な管理に関する条例（令和
２年４月施行）第２条に規定する「長屋若しくは共同住宅の一部が空き家となっているもの」に対し
て、同条例第７条に基づき助言を行ったものを示す。



空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第7 特定空家等に対する措置の具体的な内容】)

■特定空家等に対する措置（1） 令和３年９月末時点
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整理
番号

所在地
特定空家
判定点数

法１２条 法１４条
対応状況 備 考

助言 指導 勧告 命令

1 天神 520 ○ ○ ○ 除却済 H28.9月 勧告 H28.12月 所有者にて除却

2 伏尾町 65 ○ 〇 居住済 R1.8月 14条で指導 R3.3月 居住確認

3 渋谷 130 ○ ○ 修繕済 H28.11月 14条で指導 H29.5月 所有者にて修繕

4 五月丘 130 ○ ○ 修繕済 H28.11月 14条で指導 H29.5月 所有者にて修繕

5 井口堂 210 ○ ○ 修繕済 R1.4月 14条で指導後、所有者にて修繕

6 五月丘 180 ○ 〇 指導中 R3.3月 12条で助言 R3.6月 14条で指導

7 五月丘 180 ○ 〇 指導中 R3.4月 14条で指導 R3.8月 所有者にて除却 (事例１)

8 伏尾町 30 ○ 経過観察

9 古江町 120 ○ ○ 除却済 R1.5月 14条で指導 R1.9月 所有者にて除却

10 古江町 110 ○ ○ ○ 指導中 R1.8月 14条で指導 R2.9月 14条で指導 R3.8月 勧告

11 古江町 140 ○ 除却済 R1.9月 所有者にて除却

12 新町 140 ○ 修繕済 H29.3月 所有者にて修繕

13 城南 70 経過観察

14 大和町 50 経過観察

15 荘園 225 ○ ○ 除却済 R1.9月 財産管理人の選任・売却後、所有者にて除却

16 栄町 145 ○ ○ 除却済 R1.8月 財産管理人の選任・売却 R3.8月 所有者にて除却 (事例２)

17 新町 220 ○ ○ ○ 除却済 H30.3月 略式代執行にて除却 R1.8月 配当金の支払

18 新町 310 ○ ○ ○ 除却済 R1.10月 略式代執行にて除却

19 石橋 160 ○ ○ 除却済 R1. 5月 14条で指導 R2.4月 所有者にて除却

20 荘園 400 ○ ○ 除却済 H31.1月 14条で指導後、売却 R2.4月所有者にて除却

21 古江町 160 ○ ○ 指導中 R1. 6月 14条で指導 R2.6月 14条で指導

22 満寿美町 160 ○ ○ 〇 除却済 R1.10月 14条で指導 R2.5月 勧告 R3.9月 所有者にて除却 (事例３)



空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第7 特定空家等に対する措置の具体的な内容】)

■特定空家等に対する措置（2） 令和３年９月末時点
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※特定空家の認定は、「国特定空家等ガイドラインの運用に係る技術的助言」により判定し、1項目でも該当があれば特定空家等に

認められます。また判定点数が１００点以上の特定空家等に対しては、空家法第１４条の規定に基づく指導を行います。

整理
番号

所在地
特定空家
判定点数

法１２条 法１４条
対応状況 備 考

助言 指導 勧告 命令

23 伏尾町 130 ○ ○ ○ 指導中 R1. 8月 14条で指導 R3.2月 14条で指導 R3.8月 勧告

24 石橋 365 ○ ○ 指導中 R2. 2月 14条で指導 R2.9月 14条で指導

25 城南 150 ○ ○ 指導中 R2. 11月 14条で指導 R3.4月 14条で指導

26 畑 120 ○ ○ ○ 指導中 R2. 8月 14条で指導 R3.1月 14条で指導 R03.9月 勧告

27 旭丘 110 ○ ○ 指導中 R2. 9月 14条で指導 R3.2月 所有者にて一部修繕

28 石橋 55 ○ ○ 指導中 R2. 9月 14条で指導

29 空港 160 ○ ○ ○ 指導中 R2. 9月 14条で指導 R3.2月 14条で指導 R03.9月 勧告

30 豊島北 220 ○ ○ 除却済 R2. 12月 14条で指導後、売却 R3.2月 所有者にて除却

31 木部町 290 〇 〇 指導中 R3.4月 14条で指導

32 上池田 200 〇 指導中 R3.6月 14条で指導

33 石橋 110 〇 〇 指導中 R3.6月 14条で指導

34 豊島北 80 〇 指導中 R3.7月 12条で助言



■特定空家等に対する措置 整理番号７（事例１）
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空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第7 特定空家等に対する措置の具体的な内容】)

令和３年３月の状況 令和３年８月（除却後）の状況

樹木・建物の状況



■特定空家等に対する措置 整理番号16（事例2）
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空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第7 特定空家等に対する措置の具体的な内容】)

令和２年９月の状況 令和３年８月（除却後）の状況

外壁剥落の状況



■特定空家等に対する措置 整理番号22（事例３）
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空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第7 特定空家等に対する措置の具体的な内容】)

令和２年１１月の状況 令和３年１０月（除却後）の状況

屋根の劣化の状況



空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第7 特定空家等に対する措置の具体的な内容】)

■空家等・危険家屋等の状況
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◆空家等の状況について
平成27年時点 令和３年９月末時点

1,074件 ⇒ 569件
（A：42件 B:191件 C:126件 D:348件 E:367件） （A：11件 B:82件 C:64件 D:183件 E:229件）

・平成28年度以降、相談等により新たに空家等に認められたものを含め、

令和３年９月末時点で池田市では752件の空家等を把握している。

平成27年の実態調査を基に、現地及び水道の閉栓状況を確認。解体工事、建替え、水道の使用
実態により、空家台帳から削除。

※建物の危険性や管理状況から順にA～Eの５段階にランク分けしています。

その中でも危険な状態にある空家はA、Bランクに分類されます。

◆「特定空家等及びそれに準ずる空家等」の状況について

平成27年時点 令和３年９月末時点

233件 ⇒ 93件
（A：42件 B:191件） （A：11件 B:82件）

・令和３年９月末時点で池田市では107件の特定空家等及びそれに準ずる空家等を
把握している。



■空家バンク制度の実施状況

◆物件登録中件数 １件
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・宇保町（賃貸希望）

◆利用者登録中件数 １０名

・購入希望 ８名 ・ 賃貸希望 １名
・購入又は賃貸希望 １名

※利用方法：居住用、仕事場、飲食店 など

空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第9 空家等及び跡地の活用の促進】)

◆成約件数 ６件

内訳 R  １:１件(賃貸)
R  2：３件(売買)

R  3：２件(賃貸1、売買1)

（令和３年９月末時点）



■空家バンク補助制度について

◆池田市空家バンク仲介手数料補助金

（売買契約：上限20万円、賃貸借契約：上限5万円 H30年5月～）

◆池田市空家バンクインスペクション補助金

（上限5万円 H30年5月～）
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空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第9 空家等及び跡地の活用の促進】)

令和元年度 １件 （賃貸借契約：１件）
令和２年度 ３件 （売買契約 ：３件）
令和３年度 ２件 （賃貸借契約：１件、売買契約：１件）

平成３０年度 １件
令和元年度 １件

※インスペクション（建物状況調査）とは、専門的な知見を有する技術者が、建物の基礎、
外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象及び不具合事象の状況
を目視、計測等により調査するもの。



◆空き家等老朽木造住宅除却補助

（不良住宅の除却 上限20万円補助。H27年4月～）

◆空家等跡地活用事業補助

（跡地活用 上限100万円補助。H28年12月～R1年）

平成２７年度 ３件
平成２８年度 ６件
平成２９年度 ６件
平成３０年度 ６件
令和 元年度 ７件
令和 ２年度 10件

補助実績なし

■その他の補助制度について

空家等対策の取組状況について (空家等対策計画【第9 空家等及び跡地の活用の促進】)

※空き家の除却並びに跡地活用として自治会や非営利団体が利活用することを前提と
した整備を行う所有者に対して、除却費用及び跡地の整備費用に補助を行うもの。
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